
平成２７年度事業計画書 

  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

ＮＰＯ法人 ＮＥＸＴＥＰ 

１ 事業の指針 

 小児専門の在宅支援として、既存の訪問を中心としたサービスに加えて、通所事業（児童

発達支援・放課後等デイサービス）を開始する。医療・看護・福祉の連携、また、訪問サー

ビス・通所サービスの組み合わせによって、総合的な小児在宅支援モデルの確立を目指す。

一方、引き続き熊本県及び周辺地域における小児在宅支援の体制整備、普及・啓発を目的と

して、各種研修会の実施、小児の訪問看護受入れ普及の為の相談窓口の運営を行う。 

 不登校児サポート事業では、継続的に実施するとともに、スタッフのスキルアップを目的

とした勉強会の実施、地域と連携しての事業展開を目指したい。 

 異業種交流会・講演会事業では、引き続き講演会等を企画実施し、地域への情報発信を目

指す。 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の 

事業名 
事業内容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

不登校児サポート事業 

農作業体験 月 1回 菊池市 ５人 

菊池市近郊の不登

校児とその家族３

〜５組 

一般参加者 

５〜１５名／１回 

400 

勉強会 年４回 熊本県 ５人 
熊本県内の 

15 名/回 

介護保険法、健康保険法に基づい

た訪問看護事業 

訪問看護事

業 
毎日 熊本県 ８人 

合志市近郊 
１日１０人 43,000 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基

づく障害福祉サービス提供事業お

よび地域生活支援事業 

居宅介護事

業 
毎日 熊本県 4 人 

合志市近郊 
1 日 6人 15,000 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律、児

童福祉法に基づく相談支援事業 

相談支援事

業 
毎日 熊本県 2 人 

合志市近郊 
1 月 2人 30 

児童福祉法に基づく障害児通所支

援事業 

児童発達支援事

業／放課後等デ

イサービス事業 

毎日 

（秋開設予定） 
合志市 5 人 

合志市近郊 

１日 8人 18,937 

道路運送法に基づく福祉有償運送

サービス事業 

福祉有償運

送事業 
毎日 熊本県 6 人 

合志市近郊 
１月 3人 10 

異業種交流会・講演会事業 
交流会、講演

会の開催 
年 3回 熊本市 ５名 

熊本県内 50～

250 名／１回 
10 

その他目的を達成するために必要な事業 なし - - - - - 


